
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 濱田 洋

１ 日 時

平成３０年３月２３日（金） 午後２時０１分から

午後３時４６分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

濱田洋、戸高賢史、志村学、御手洗吉生、近藤和義、羽野武男、平岩純子

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

森誠一、鴛海豊

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

農林水産部長 中島英司 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分、第７号議案から第９号議案まで、第４２号議案及

び第４３号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）第２２号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することを全会一致

をもって決定した。

（３）陳情１５について、質疑を行った。

（４）「農林水産業活力創出プラン２０１５」の創出額目標等の見直しについて、主要農作物

種子法の廃止に係る県の対応について及び「次世代の大分森林づくりビジョン」の改訂に

ついてなど、執行部から報告を受けた。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐 工藤ひとみ

政策調査課政策法務班 主任 中川悠



農林水産委員会次第

日時：平成３０年３月２３日（金）１４：００～

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 農林水産部関係

（１）合い議案件の審査

第 ２２号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

（２）付託案件の審査

第 １号議案 平成３０年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ７号議案 平成３０年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計予算

第 ８号議案 平成３０年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計予算

第 ９号議案 平成３０年度大分県県営林事業特別会計予算

第 ４２号議案 平成３０年度における農林水産関係事業に要する経費の市町村負担に

ついて

第 ４３号議案 大分県営土地改良事業分担金徴収条例等の一部改正について

（３）付託外案件の審査

陳 情 １５ メガソーラー湯布院の事業について

（４）諸般の報告

①「農林水産業活力創出プラン２０１５」の創出額目標等の見直しについて

②主要農作物種子法の廃止に係る県の対応について

③「次世代の大分森林づくりビジョン」の改訂について

④大分県プレジャーボート等の係留保管の適正化に関する条例（案）の検討状況につい

て

（５）その他

３ 協議事項

（１）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、農林水産委員会を濱田委員長

開会いたします。

審査の都合上、予算特別委員会の分科会もあ

わせて行いますので、御了承お願い申し上げま

す。

本日は、全員の出席であります。また、委員

外議員として森議員、鴛海議員が出席しており

ます。よろしくお願いします。

委員外議員の皆さんにお願い申し上げます。

発言を希望する場合は、委員の質疑の終了後に

挙手し、私から指名を受けた後、長時間にわた

らないよう要点を簡潔に御発言願います。

なお、進行状況を勘案しながら進めてまいり

ますので、委員外議員の皆さんには、あらかじ

め御了承をお願い申し上げます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けま

した議案６件及び総務企画委員会から合い議の

ありました議案１件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査を行います。

初めに、総務企画委員会から合い議のありま

した、第２２号議案大分県使用料及び手数料条

例の一部改正についてのうち、本委員会関係部

分について執行部の説明を求めます。

資料の１ページをお開き願近藤畜産振興課長

います。

第２２号議案大分県使用料及び手数料条例の

一部改正についてのうち、家畜診療及び検査事

務分について御説明いたします。

１の改正の理由でございます。収入保険制度

の創設などに伴い、平成３０年４月１日から農

業共済制度の根拠となっていた農業災害補償法

の名称が農業保険法に変わります。今回の改正

はこれに伴うもので、下段の新旧対照表にあり

ますとおり、当課が所管します家畜診療及び検

査事務の備考欄に同法の名称を使用している箇

所がありますので、この部分を新しい法律名に

変更します。なお、今回の改正による単価等の

変更はございません。

参考までに、２に家畜診療及び検査事務の概

要についてまとめています。これは家畜保健衛

生所が農家からの依頼に基づき、各種疾病等の

検査業務を行う際に徴収するものであり、手数

料の算出の際には、農業災害補償法に基づく家

畜共済診療点数表と、それに基づく薬価基準表

を使用しています。

以上で説明は終わりました。濱田委員長

これより質疑に入ります。質疑ございません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

質疑もないようでありますので、濱田委員長

これより採決をいたします。

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと総務企画委員会に

回答することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないようでありますので、濱田委員長

本案のうち本委員会関係部分については、原案

のとおり可決すべきものと総務企画委員会に回

答することに決定いたしました。

次に、付託案件の審査を行います。

まず、第１号議案平成３０年度大分県一般会

計予算のうち本委員会関係部分について、執行

部の説明を順次求めます。

第１号議案平成３０年度一中島農林水産部長

般会計予算のうち、農林水産部関係分について

御説明いたします。

本日の委員会では、歳入歳出予算及び債務負

担行為を含む平成３０年度一般会計予算のうち、

先日の予算特別委員会の際に説明を省略させて

いただいた主な事業につきまして、担当課長か

ら説明をいたしますので、よろしくお願いいた

します。

予算概要の１６ページ安藤農林水産企画課長

をお開きください。

世界農業遺産ファンド推進事業費１５億１０

０万円でございます。

この事業は、大分県農業農村振興公社ファン
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ドの原資を貸し付け、その運用益を活用して世

界農業遺産の保全・継承と地域の元気づくりを

支援するものです。３０年度は認定から５周年

となることから、これまでの取組と今後の取組

について考える地域住民参加型のシンポジウム

の開催や地元農林水産物を活用した新商品開発

などの提案を募集するビジネスプランコンテス

トなどを実施し、地域の元気づくりにつなげて

まいります。

また、来訪者に世界農業遺産のコンセプトで

ある農林水産循環を現地で分かりやすく理解し

てもらうよう、クヌギ林とため池、しいたけの

ほだ場を活用したビュースポットの整備にも取

り組みます。

３３ページをお開きく浅田地域農業振興課長

ださい。

上段、直売所魅力・機能向上事業費１，６４

２万３千円です。

この事業は、直売所の振興による中山間地域

の活性化と生産者の所得向上を図るものです。

これまでの新商品の開発支援などに加え、新た

に看板・飲食メニューの多言語化等を支援する

とともに、直売所をより広く知ってもらうため

のスタンプラリーなどを開催いたします。また、

県農協と連携し、福岡展開の可能性調査を実施

します。

次に、３４ページをお開きください。

上段、有機農産物生産流通拡大推進事業費７

５３万２千円です。

この事業は、拡大する有機農産物のマーケッ

トに対応できるよう、周年出荷体制の構築や新

たな担い手の育成に取り組むものです。今年度、

大手量販店への周年安定供給に向けた生産者の

ネットワークづくりを進めた結果、県内４グル

ープが共同販売を開始したところであります。

来年度も引き続き、生産力の強化を図りながら、

ホテル等の新たな販路開拓や消費者の理解醸成

などもあわせて進め、有機農業の振興に努めて

まいります。

下段、ＧＡＰ認証農場拡大推進事業費１，４

１８万８千円です。

この事業は、各生産者の意向やレベルに応じ

たＧＡＰの認証取得を促進するため、現地指導

員や認証審査員の育成、認証取得費の助成、制

度普及に向けたセミナーの開催等を行うもので

す。また、東京オリンピック・パラリンピック

への出荷基準を満たす農産物の生産環境の整備

に向け、生産者が取り組みやすい県版ＧＡＰ認

証制度を、国のガイドラインに準拠して創設し

ます。

次に、４１ページをお開きください。

おおいた味力発信・地産地消推進事業費１７

７万円です。

この事業では、県産農産物の消費拡大等に向

けた「とよの食彩愛用店」に取り組んでいます

が、ラグビーワールドカップなどインバウンド

の増加を見据え、大分県が誇る豊後牛・しいた

け・県産魚の食材利用やメニューの英語表記、

クレジットカード対応など、外国人観光客にお

薦めできる店舗を、特に「とよの食彩愛用店プ

レミアム（仮称）」として認定しＰＲしていき

ます。

次に、４８ページをお開きください。

下段、漁業調査船代船建造事業費３億３，７

１２万７千円です。

この事業は、建造から１８年経過し、老朽化

が進む漁業調査船「豊洋」の代船を建造するも

のです。新たな調査船にはドローンを導入し、

海洋観測結果や赤潮情報等をリアルタイムに発

信できるシステムを採用するなど、機能を充実

します。

６１ページを小関新規就業・経営体支援課長

お開きください。

中段、次世代農山漁村女性リーダー育成事業

費５２０万７千円です。

この事業は、女性が農林水産業の担い手とし

て、さらに活躍していただけるよう次世代女性

農業経営士の養成などに取り組むものです。ま

た、女性組織の地域活動を促進するため、新た

に食イベントへの出店に必要な備品整備やフー

ドコンサルタントの派遣による新商品の開発を

支援いたします。

６９ページをお光長農地活用・集落営農課長

開きください。
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一番下、集落営農構造改革対策事業費８，４

３２万５千円です。

この事業は、集落営農組織の経営基盤の強化

や地域農業経営サポート機構の設立・運営を支

援するものです。現在、水田の畑地化による園

芸品目の導入を進めていますが、米・麦・大豆

を中心に経営している集落営農組織が経営力を

強化する上でも園芸品目の導入は有効です。そ

のため、機械整備等を支援するとともに、先進

園芸農家等を濃密指導員として配置し、きめ細

かな栽培指導に取り組みます。また、地域農業

経営サポート機構については、現在の４組織を

１０組織まで拡大する予定です。

飛びまして、後藤おおいたブランド推進課長

８４ページをお開きください。

下段の農林水産物輸出需要開拓事業費３，７

２２万３千円です。

平成３０年度には、畜産公社のアメリカ向け

食肉加工施設の認定取得が予定されていること

から、ネーミングや食べ方の提案など趣向を凝

らしながらロサンゼルスでのレストランフェア

等を開催するとともに、米国輸出に対応した予

防管理適格者を育成します。養殖ブリについて

も、北米をターゲットとした販路拡大に取り組

みます。また、台湾への牛肉、ベトナムへのな

しなど、新たに輸出が可能となった国に対する

販路開拓を進めます。

９９ページをお開きくださ茶園畜産技術室長

い。

上段、肉用牛競争力強化対策事業費５，６２

６万８千円です。

この事業は、規模拡大に取り組む法人や農家

に対し、国の畜産クラスター事業も活用しなが

ら、畜舎の整備や省力化機器の導入を支援しま

す。

その下、肉用牛生産基盤拡大支援事業費１５

億７，６９４万８千円です。

この事業は、おおいた豊後牛の生産基盤を強

化するため、引き続き繁殖雌牛や肥育牛の増頭

を支援するものです。また、子牛市場の活性化

に向け、新たに全共で優秀な成績を収めた出品

牛等の精液を利用した人工授精に対し助成しま

す。

次に、１０１ページをお開きください。

下段、第１２回全国和牛能力共進会対策事業

費４５８万２千円です。

平成３４年に鹿児島県で開催される次回の全

共でも好成績が収められるよう、脂肪交雑など

肉質に優れた繁殖雌牛群の選抜に取り組むほか、

関係機関などで構成する準備委員会を設置し、

肥育牛の飼養管理技術を確立するなど、指導体

制を強化します。

１１７ページをお開き加藤農村整備計画課長

ください。

上段、農業農村整備計画調査事業費１億１，

０４１万８千円です。

この事業は、水田の畑地化や低コスト化、大

規模園芸産地づくりに向けた基盤整備を推進す

るための構想や計画作成に取り組むものです。

平成３０年度は宇佐市和間地区で畑地化を進め

るため、おおむね１００ヘクタールを対象に、

土壌調査などによる畑地の適地調査や農家の意

向調査を行い、農地再編整備構想を策定します。

続きまして、１４１ページ諏訪林産振興室長

をお開きください。

下段にございます、原木中間集積地整備事業

費５，４５２万３千円についてです。

この事業では、細かな選別が不要な曲がり材

を効率的に流通させるため、県内３か所におき

まして原木集積地の整備を支援し、原木市場で

の仕分けを経ることなく合板工場などに直送で

きるシステムを構築いたします。

続きまして、１４２ページをお開きください。

上段にございます、森林認証材供給体制整備

事業費３１６万３千円についてです。

東京オリンピック・パラリンピックにおいて、

各国選手の交流の場となる選手村ビレッジプラ

ザは、全国の自治体から提供される国産材を活

用することとされています。本県からは、日田

市と佐伯市から合わせて４０立方メートルのス

ギ材を提供する予定となっておりまして、両市

に対し製材加工等に係る経費を助成するもので

す。なお、大会終了後に返却される木材につき

ましては、ベンチなどに加工し、公共施設等で
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活用していく予定でございます。

１４５ページをお開きくだ樋口林務管理課長

さい。

上段、林業事業体強化推進事業費１億３，３

００万円です。

この事業は、生産性の高い木材供給体制の構

築に向け、高性能林業機械の導入を支援するも

のです。平成３０年度においては、素材生産か

ら流通、加工、需要拡大対策まで、本事業を含

む林業の成長産業化に向けた事業を全てまとめ

ると約１０億２千万円の予算額となり、２９年

度と同規模の事業量を確保しております。

１８１ページをお開きくだ岡田漁業管理課長

さい。

県産水産物流通拡大推進事業費１,４３９万

９千円です。

この事業では、かぼすブリやかぼすヒラメ、

養殖ヒラマサなどの戦略魚種について、関西や

福岡などでの販路開拓に取り組みます。毎月第

４金曜日のおおいた県産魚の日については、消

費拡大につながる量販店での対面販売を促進す

るなど、より効果的に取り組んでまいります。

さらに、県産魚の新たなマーケットを開拓する

ため、県産養殖ブリを用いた照り焼きなど、消

費者ニーズを踏まえた加工品開発などに取り組

みます。

１９６ページをお開きくだ影平水産振興課長

さい。

上から２段目の国東半島ヒジキ養殖振興特別

対策事業費３２１万円です。

天然のヒジキ漁は、生産量の年変動が激しく、

漁業収入が不安定な状況にあります。そのため、

養殖適地であることが示唆されている国東半島

周辺の３海域において、平成３０年度から養殖

試験等を実施するものです。地域課題対応枠事

業として、東部振興局が新たに取り組みます。

２０４ページをお開き中村漁港漁村整備課長

ください。

九州の東の玄関口としての拠点化推進事業費

３，１３５万１千円です。

国東市の竹田津港には、本県と中国地方とを

結ぶ周防灘フェリーが就航しております。フェ

リー利用客の待合室等として利用されている上

屋は昭和４３年に県が建設したものですが、築

４８年が経過し老朽化が激しいことから、フェ

リー会社による建て替えが計画されています。

本事業では、県の所有物である現行の上屋を

解体するために必要な設計委託費と解体工事費

などを計上しています。新しい上屋については

フェリー会社が建設しますが、サイクルハブの

設置など観光振興の面からも機能充実が予定さ

れていることから、企画振興部や振興局と連携

し、施設整備や誘客対策等に対する支援を行っ

てまいります。なお、完成はラグビーワールド

カップ開催前の３１年７月を予定しております。

以上で、説明は終わりました。濱田委員長

これより質疑に入ります。質疑ございません

か。

私、これまでずっと有機栽培の振興平岩委員

を頑張ってやってくださいってお願いしていた

んですけど、３４ページに有機農産物生産流通

拡大推進事業が７５３万２千円計上されていま

す。昨年に比べて減っているんですよね。県は

今まで、やります、広げます、育てますって言

ってくださっていたけど、どうして減っちゃっ

たのかなと思いながら、少し残念な気がしてい

ます。

単一品目でロットがそろう、いちごだとか、

白ねぎだとか、にらだとか、そういうのとはま

た対峙しているわけではないけれども、有機栽

培って多品目が採れるというところでは、すご

く収益が上がる事業だと思うんですね。

今、水田の畑地化というところを言われてい

る中で、土地がどんどん荒れていくのなら、そ

こに草木堆肥を作って、そして、３年、４年、

５年たてば、そこで収益が上げられるというよ

うな見通しを持てると思うんですけれども、ち

ょっと有機栽培にかける思いを伝えてください。

予算額は確かに減って浅田地域農業振興課長

はおりますけれども、有機農業の推進を弱めて

いるわけでは決してありません。

これも今年度から新規事業としてやっていき

まして、いろんな取組がもう既にできておりま

す。一つはグループ化ですが、県下でもう４グ
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ループできているということは、さきほど述べ

たとおりでありますし、そのグループ化とあわ

せて、グループをうまくマッチングして、全体

の販路拡大につなげていくネットワークも、ｏ

ｈａｎａ本舗を中心に、もう出来上がっており

ます。

これからは、そういったものをさらにソフト

的に推進していくということが非常に重要にな

ってきますので、予算としては、そんなにはか

からないのかなと思っておりまして、決して予

算が少なくなったから有機農業の推進を弱めた

わけではないということを御承知いただきたい

と思っております。

今後はさらにそれを発展させて、今県内のホ

テル等ではなかなか有機農家とのマッチングと

いうのがうまくいっていないというのが現状で

ありますので、さらにインバウンド対策として

も、ホテル等への有機農産物の提供等も図りな

がら、今後、さらに推進していこうと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

私、契約しているところから、一昨平岩委員

日、野菜が届いたんですけれど、根菜と葉物で

１２品目ありまして、それに６次産業化してい

るカブの甘酢漬けもついてきまして、さあ、こ

れから１週間、何を作ろうって、消費者として

はすごく幸せな気持ちになれるのが有機野菜だ

なって思ったりしています。

だから、このいいものを皆さんに広げていた

だきたいなという思いがずっとありますし、研

修生が３年たち、だんだん独立していかなけれ

ばいけない時期に来ているんですけど、その人

たちが新たな土地がなかなか手に入らないって

いう問題も出てくると思います。

市によっては、例えば、由布市は全ての品目

で補助金を出しているけれど、大分市はにらと

ねぎしか補助金を出さないというような、いろ

んな縛りがあるみたいですけれども、県の方で

も何とかそういう若い人たちが育って、その人

たちが土地を守ってくれるという視点で、これ

からもよろしくお願いいたします。

農村整備計画課長に伺います。近藤委員

さきほど水田の畑地化１００ヘクタール、宇

佐の和間地区で進めるというようなお話でござ

いました。知事は提案理由の説明の中で、３４

年までに５００ヘクタールの畑地化をするとい

うようなことを述べられておりますけれども、

そのこと自体は悪いことじゃないですし、確か

に畑地化すれば、園芸作物、収益が上がります。

しかし、物すごく労力を要するんですよ。その

辺のちゃんと見通しがついているのかどうかで

すね。

全国的には、栃木県のスカイベリーが有名で

すよね。２４０億円ぐらい単品で売り上げてお

りますが、そこも畑地化して園芸作物に力を入

れると。

あと、新潟県は業務用米の生産に力を入れる

ということで、他の県をずっと調べてみますと、

やはり日本の水田というのは、日本の風土にぴ

ったりしておるわけですよ。今の作業体系で、

あんまり労力も要しない。だから、飼料用米へ

の転作というのが非常に多くあります。そうい

うことをやって畜産振興と結び付けていけば、

労力を要せんで、私は収益的にははるかに上が

るんじゃないかなと思うんですけれども、この

労力の見通しについてはどういうふうに、担い

手不足もあげられておりますけれども、野菜振

興、園芸振興するにおいての労力の見通しにつ

いて、ちょっと伺います。

私どもで調査、計画を加藤農村整備計画課長

しておりますのは、さきほど和間地区で１００

ヘクタールということで、畑地化に適している

かどうか土壌調査をいたしました中で、地域の

中でやっぱりどうしても水田農業を続けていけ

ない方、誰かにもう貸していいよという方、若

しくは自分でやっぱり高収益作物を取り入れて

いきたいという方、そういった地元の方に今回

意向調査をいたします。あくまでも水田畑地化

ありきでやるんではなくて、皆様方の意向をき

ちっと確認した上で、それであれば貸したい方

を一定の箇所に集めまして、畑地に適した土壌

のところに換地によりまして移動させます。そ

して、水田を続けたい方、また、さきほど言い

ました飼料作物を作りたい方には、またそうい

った箇所に皆さん集めて、そして、それぞれが
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農作業がしやすいようにするということでござ

います。あくまでもそういったことで圃場整備

をしていく上で、どういった構想が練られるか

ということで、皆さん方からの意向の下に構想

図を県として作成して、たたき台を皆さんにお

見せすると、そこから事業化でぜひやるようで

あれば、きちんと大規模にやるものもあります

し、小規模に整備していくものもありますので、

その辺は地元の農家の方のオーダー、ニーズに

よりやっていく計画にしております。

説明、本当によく分かりました。私近藤委員

は、大分の気象条件を考えますときに、沿岸部

というのは非常に日照時間に恵まれておりまし

て、ハウスなんか高級園芸作物を作るのに適し

ていると思うんですよ。

この前福岡に行きましたら、デパートで国東

のシャインマスカット１房１キロが１万円で売

られていました。それで、本場の山梨、長野産

は７千円で売られていました。その記事が農業

新聞で紹介されまして、両県の知事は何ちゅう

こっちゃと、本場の産物が新興産地の名もない

ようなところに負けるとは何事か、やり返せっ

て厳命を受けているんですよ、山梨と長野の農

林水産部はですね。

そういう新聞記事もありましたけれども、大

分は非常に気候的に恵まれております。特に宇

佐もブドウで結構有名になっておりますので、

積極的に高級なものを作って外に売っていくと

いうようなことをやっていただきたいなと思い

ます。これは希望でございます。

３３ページの直売所は１か所なのか、羽野委員

幾つか総合して構成されているのか、それと、

補助率はどのくらいなのか、もうちょっと詳し

く説明をお願いします。

どの部分のことでしょ浅田地域農業振興課長

うか。すみません。

３３ページの直売所魅力・機能向上羽野委員

事業費、直売所の魅力、直売所の行う収穫力と

か販売、メニューがありますよね、それぞれ。

１か所でこれだけなっているのか、何か所かの

分として、それぞれ事業があるのか。

分かりました。申し訳浅田地域農業振興課長

ありません。

全体で、今年の場合は１０か所程度やってい

ますけれども、引き続き１０か所程度やらせて

いただきたいと思っております。

予算の範囲内で、１０か所程度とは言いなが

らも、メニューによっては金額が変わってきま

すので、それによって箇所数が増える場合もあ

りますし、減る場合もあるということで御承知

いただきたいと思っています。

本委員会の初委員会のときに、委員志村委員

長が、今年の目標は農業生産高を上げようと、

もう一つ私が言った記憶があるんですけれども、

農業高校ですね、単独化にするための動きをし

ていこうという話を申し上げました。

久住校が、今回の代表質問に応える形で、工

藤教育長が分校から本校へということを検討す

るという明確な声明がありました。これはもち

ろん聞いていらっしゃると思うんですけれども、

昨年の海洋校に続いて単独校の農業高校ができ

るということで、担い手ということについては

最たるもんだと思っております。これはやっぱ

り教育委員会だけのことじゃなくって、やっぱ

り農林水産部としてもしっかりと対応するとい

いましょうか、支援するといいますか、どうい

うふうに支援したらいいか、ここが大事なこと

だと思っておりますので、まず、そこを教育長

の答弁を受けて、農林水産部でどう考えるか、

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

今お話があったとおり、教中島農林水産部長

育長から検討をしっかりやっていくというお話

がございました。

私ども、その検討の中でしっかりと、もし本

校化するんであれば、より担い手が農業の分野

に入っていけるような取組ができるように、一

体的にできるように、しっかりとサポートをし

ていくと。

どうなるか分かりませんけれども、いくつか

考えられると思うんですが、本校化がもし仮に

なった場合には、一つは恐らく出口。高校を出

て就農していくという、そういう方も育てるし、

一方でもう一つ、ワンステップ高度な学校に行

きましょうと、そういうような方も育てると、
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大まかに言うと二つの出口をにらんでいくんで

はないかなと勝手に思っております。

そのときにどちらでも対応できるように、特

にすぐ就農したいという方を育てるんであれば、

それに対応できるというのは、やっぱり私ども

農大を持っていますし、研究センターもござい

ます。また、普及指導員もおりますので、そう

いった面でしっかりサポートはやってまいりた

いと思っております。

部長、海洋高校のときのことを考え志村委員

ますと、これはもう来年からできると思います。

だから、できるかどうかじゃなくって、反対に

農林水産部としては、来年４月、単独校になる

ということを前提でも構わないぐらいの施策は

してほしいと思うんです。

これはスケジュール的に言いますと、この夏

ぐらいまでに教育委員会にもかけましょうし、

秋の定数についての発表の時期までには大体決

まってくるだろうと思うんですが、もう決まる

ということを前提に動くべきだと思うんです。

そして、私が心配しているのは、実は海洋校

で、昨年、単独校になったときに定員オーバー

して、受験生も定員オーバーして立派なスター

トが切れたんですけれども、実は２年目の今年、

受験生がやっぱり１５％ダウンして定員割れし

ているんですね。

だから、この勢いを保つことがいかに大事か

と思うんですね。久住校にしても、本校になっ

た場合に、やっぱりどうやって入学生を確保す

るかということが大きな課題でありますが、教

育委員会の範疇では、やっぱり中学との連携と

いうことを考えますけれども、私はやっぱり、

農林水産部は農業改良普及員の方を通じて、農

家と直接会っているわけですから、そこの御子

息さんなんかよく知っていると思うんですね。

そういうところからも、やっぱり単独校のこの

農業、久住校にぜひ受験をという、そういう総

合力でやらないと、やっぱり定員をまた割ると

いうことになると、農業高校の運営が、あるい

は担い手をつくることが難しくなってくるんで、

そこのところをどういうふうにやるかというこ

とを考えてほしいと思います。もう前提にして

ほしいと思いますよ。

どうでしょう。

はい、分かりましたと申し中島農林水産部長

上げたいところなんですけれども、杓子定規で

大変恐縮なんですけれども、所管である教育委

員会が検討するということまでしか言っていな

い段階で、私からそれ以上のことをなかなか公

の場で申し上げにくいというところは御承知お

きいただいた上で、もし本校化するというとこ

ろに行くことになれば、今、委員からお話しい

ただいたようなところはしっかりと、私ども農

林水産部の一番の重要課題の一つは、どうやっ

て新規就業者、後継者を育てるかというところ

でございますので、そこのところはしっかりや

っていきたいと思っております。

あんまり四角四面にこだわることな志村委員

く、水面下でいろいろ話をしてくださいよ。ざ

っくばらんに県同士なんですからね。

実は、農業土木の人材が少ないんですね。や

っぱりここをどうやって確保していくかという

ことが大きな課題だと思っておりますので、農

業土木、耕地改良ですね、有名な大分県の耕地

改良ですから、耕地族をきちっとするためにも、

農業土木、これもぜひ育成してほしいというこ

とをお願いしたいと思います。よろしくどうぞ。

ほかに。よろしゅうございますか。濱田委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、質疑などはあ濱田委員長

りませんか。

〔「結構です」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、濱田委員長

これより採決をいたします。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち本濱田委員長

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

次に、第７号議案平成３０年度大分県林業・

木材産業改善資金特別会計予算について、執行

部の説明を求めます。
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予算概要の２１８ペ葛城団体指導・金融課長

ージをお開きください。

第７号議案平成３０年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計予算について説明いたしま

す。

予算額は、歳入・歳出とも表中、左から２番

目の予算額の一番下にありますとおり、１０億

８１３万２千円です。

次の２１９ページを御覧ください。主な内容

について御説明いたします。

林業・木材産業改善資金貸付金２億５千万円

です。

これは、林業・木材産業の経営者及び従事者

が、林業・木材産業部門で新たに経営を開始す

る際に必要な機械の導入や、林産物の生産性や

品質を向上させる機械や施設整備などに必要な

資金を無利子で貸し付けるものです。

次の２２０ページをお開きください。

上段、木材産業等高度化推進資金貸付金３億

７，５００万円です。

これは、木材の生産・流通の合理化や木材供

給の円滑化を図るため、素材・製材品等の購入

や木材の加工流通システムの整備のために必要

な資金を、金融機関との協調融資により低利で

貸し付けるものです。

以上で説明は終わりました。濱田委員長

これより質疑に入ります。質疑ございません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はいいですか。濱田委員長

〔「ありません」と言う者あり〕

質疑もないようでありますので、濱田委員長

これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の濱田委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第８号議案平成３０年度大分県沿岸漁

業改善資金特別会計予算について、執行部の説

明を求めます。

予算概要の２２６ペ葛城団体指導・金融課長

ージをお開きください。

第８号議案平成３０年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計予算について説明します。

予算額は、歳入・歳出とも表中、左から２番

目の予算額の一番下にありますとおり、２億１

９１万円です。

次のページを御覧ください。主な内容につい

て御説明いたします。

沿岸漁業改善資金貸付金２億円です。

これは、沿岸漁業従事者に対して漁業経営や

生活の改善並びに青年漁業者の育成確保を図る

ことを目的として、作業の効率化や安全性を向

上させる施設整備等に必要な資金を無利子で貸

付けるものです。

以上で説明は終わりました。濱田委員長

これより質疑に入ります。質疑ございません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、よろしゅうご濱田委員長

ざいますか。

〔「ありません」と言う者あり〕

質疑もないようでありますので、濱田委員長

これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の濱田委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第９号議案平成３０年度大分県県営林

事業特別会計予算について、執行部の説明を求

めます。

２３０ページをお願いいた森迫森林整備室長

します。

第９号議案平成３０年度大分県県営林事業特

別会計予算について説明いたします。

左から２番目の予算額の欄にありますように、

歳入・歳出とも５億６，２２５万５千円です。

次の２３１ページを御覧ください。主な内容

について御説明します。

中段、伐採事業費１億３,１３８万７千円で

す。これは、県行分収林の伐採で得た収入を分

収割合により精算金として土地所有者に交付す
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る分収交付金の支払いなどを実施するものです。

以上で説明は終わりました。濱田委員長

質疑ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はいいですか。濱田委員長

〔「ありません」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、こ濱田委員長

れより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の濱田委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第４２号議案平成３０年度における農

林水産関係事業に要する経費の市町村負担につ

いて、執行部の説明を求めます。

農林水産委員会資料を安藤農林水産企画課長

御覧ください。２ページでございます。

第４２号議案平成３０年度における農林水産

関係事業に要する経費の市町村負担について、

御説明いたします。

これは、平成３０年度当初予算案に計上して

おります農業農村整備事業など農林水産関係の

建設事業に要する経費の一部を関係する市町村

に負担させることについて、地方財政法及び土

地改良法の規定に基づき、議決を求めるもので

ございます。

表を御覧ください。

ここには事業ごとの負担割合を、また右側に

矢印がございますが、矢印の６事業につきまし

ては、２９年度から率に変更がありますので、

その主な理由を下段にまとめております。変更

部分はいずれも事業実施箇所や事業種別の変更

・追加に伴うものです。

なお、議案の提出にあたっては、法の定めに

より変更部分を含む全ての事業について、前も

って関係市町村から同意をいただいております。

以上で説明は終わりました。濱田委員長

これより質疑に入ります。質疑ございません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、ありませんか。濱田委員長

〔「ありません」と言う者あり〕

別に質疑もないようでありますの濱田委員長

で、これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の濱田委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第４３号議案大分県営土地改良事業分

担金徴収条例等の一部改正について、執行部の

説明を求めます。

お手元の説明資料の３加藤農村整備計画課長

ページをお願いいたします。

第４３号議案大分県営土地改良事業分担金徴

収条例等の一部改正について、御説明いたしま

す。

１を御覧ください。今回の条例改正の背景と

なります土地改良法の改正概要についてまとめ

ております。

まず、①農地中間管理機構関連事業の創設で

ございます。

これは、担い手への農地集積を目的とした改

正で、農地中間管理機構に対して１５年間以上

の管理権の設定が行われている農地であること

など一定の要件を満たせば、都道府県が農業者

の費用負担や同意を求めずに、基盤整備事業を

行うことができるという事業です。

その下の②を御覧ください。

農業水利施設耐震化事業でございます。こち

らは防災減災力を強化する目的で創設されたも

ので、本事業も都道府県が農業者からの申請に

よらず、かつ、農家負担や同意を求めずに事業

実施が可能ということが特徴となっています。

今回の議案は、これらの法改正等に伴いまし

て関連する三つの条例を改正するものでござい

ます。

下の２を御覧ください。

まず、（１）の大分県営土地改良事業分担金

徴収条例です。

この条例は、県営土地改良事業によって受益

が生じる農業者等から徴収する工事等に係る分

担金について、必要な事項を定めた条例でござ
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います。今回、創設された機構関連事業では、

整備に係る農業者からの分担金は発生しません

が、特別徴収金の徴収は可能とされています。

これは、農地所有者が本事業により区画整理し

た土地を、機構への貸付期間内であるにも関わ

らず、目的外の用途に使用するため所有権の移

転をしたといったような場合に、事業実施者の

県が農地所有者等から徴収するものでございま

す。今回の改正では、本条例に特別徴収金を徴

収できる旨の規定を追加するとともに、徴収期

間や字句等所要の改正を行います。

次に、（２）の大分県土地改良財産の管理及

び処分に関する条例でございます。

これは、県営土地改良事業によって生じ、又

は取得した農道やダム等については、市町村や

土地改良区に管理を移管するといった、土地改

良財産の管理及び処分についての必要事項を定

めたものでございます。今回の土地改良法の改

正により、県営土地改良事業の種別として新た

に機構関連事業及び耐震化事業が追加されまし

た。これに伴いまして、工事終了後に本条例に

基づき管理移管等を行う財産に、この２事業に

より取得した財産を追加するものでございます。

最後に（３）の大分県国営土地改良事業負担

金徴収条例でございます。

これは、国営で土地改良事業が実施される際

に、県が農家から徴収する負担金の支払期限等

を定めた条例です。こちらについては、国にお

いて農家負担金の支払期間の起算日について、

これまで事業完了の翌年度からとしていたもの

を、民法の規定との整合を図るため、事業完了

の翌年度の初日からという表記に改めたことに

伴うものでありまして、実質的な内容の変更は

ございません。

以上で説明は終わりました。濱田委員長

これより質疑に入ります。質疑ございません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はいいですか。濱田委員長

〔「ありません」と言う者あり〕

質疑もないようですので、これよ濱田委員長

り採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の濱田委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で付託案件の審査を終わります。

ここで５分間休憩します。

午後２時５３分休憩

午後２時５９分再開

それでは、再開いたします。濱田委員長

議長から回付されております、陳情１５メガ

ソーラー湯布院の事業について、執行部の説明

を求めます。

ピンクの冊子の１ページ目藤本森林保全課長

を御覧ください。陳情番号１５メガソーラー湯

布院の事業について御説明いたします。

この陳情は、東京都のメガソーラーの事業者

から提出されたものです。その内容は、地元説

明会への参加呼びかけを行ったものの、地元に

応じていただけないため、これをもって関係住

民の同意をいただいたと判断し、説明会を打ち

切ることについて県に理解を求めるというもの

でございます。

本件につきましては、要旨の前半部分に環境

条例という文言がありますが、環境アセス等の

条例におきましては、地元同意を要件としてい

ないことから、地元同意を求めている林地開発

許可に係る陳情と考えております。しかしなが

ら現時点では、陳情提出者から林地開発許可の

申請は行われておらず、また、具体的な事前協

議もなく計画内容も示されていないことから、

案件について判断できる状況にございません。

このため、本委員会では一般的な林地開発許可

について御説明申し上げます。

委員会資料の４ページをお開きください。

まず、根拠法令等でございますが、（１）の

とおり林地開発許可は森林法第１０条の２第１

項に基づくもので、１ヘクタールを超える開発

行為を行う場合には、県知事の許可が必要とな

ります。許可の条件は（２）にありますとおり

第２項に定められており、１災害の防止、１の

２水害の防止、２水の確保、３環境の保全の四
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つの許可基準に反しない場合、県知事は許可し

なければならないとされております。

一方でメガソーラーの設置等につきましては、

自然景観を損なう等の地域住民の不安の声も多

いことから、県では（３）にありますように、

平成２７年６月に林地開発許可に係る審査要領

に地域住民との合意形成を求めることを明記し、

申請者に対して合意取得の指導を行っていると

ころであり、本件におきましても、仮に申請が

なされるのであれば、地域住民との合意形成を

求めてまいります。

この陳情について、何か御意見は濱田委員長

ありませんか。

私は、地元ですのでよく知っている近藤委員

んですが、塚原の全共の跡地は、ああいうすば

らしい草原景観をメガソーラーにするとは何事

かと猛反対をしておりました。ここは景観を損

ねるようなところじゃないし、ほとんど盆地の

中から見えません。別に悪いことではないのか

なと。

ただ、たった一人だけ頑強に反対している人

がおります。あとの人は、その人が反対するの

でおとなしくしているだけで、会社の話を聞い

てみましたら、地域の公民館の運営とか、そう

いうものは利益の中から出して、以後ずっと協

定してやりましょう。そして、災害が起きない

ようにいろんな対策を全部やりますというよう

なお話でやっているんですけれども、一人の人

が反対するもんですから、その人に遠慮して、

誰も説明会に行かないというような状況がある

んです。

だから、もしこれが許可がいるとしたら、ち

ゃんと県に出てきて、やっぱり説明なり、いろ

んなことをやらないけんのかなと、今聞いて分

かったんですけれども、私の知る限りではクリ

ーンエネルギーの供給で、別に悪いことではな

いのかなと思っておることを申し上げておきま

す。

ほかに御意見ありませんか。濱田委員長

陳情ですからもう御意見がなければ、一応、

これで終わりたいと思います。

委員外議員の方はいいですか。

〔「ありません」と言う者あり〕

ほかに御意見等もないようですの濱田委員長

で、陳情についてはこれで終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨濱田委員長

の申出がありましたので、これを許可します。

資料５ページをお開き安藤農林水産企画課長

願います。

「農林水産業活力創出プラン２０１５」の創

出額目標等の見直しについて、御説明申し上げ

ます。

本プランは平成２７年１２月に策定し、平成

３５年の創出額目標を２，２５０億円として、

変化に対応し挑戦と努力が報われる農林水産業

の実現、安心して暮らしていける魅力ある農山

漁村づくりを目指し、農林水産業の構造改革を

進めてきたところでございます。

その結果、資料の表の左側、太枠で囲んだ部

分一番上にありますとおり、２８年の創出額が

トマトやにら等の戦略品目の生産拡大や食品加

工等による付加価値額の増加などにより２，２

８５億円と３５年の目標値２，２５０億円を前

倒して達成する見込みが出てきたことから、今

回、創出額目標を上方修正いたします。

上方修正後の数字は、右側の太枠で囲んだ部

分の一番上の左側にありますとおり、２５０億

円増の２，５００億円でございます。これと連

動して、戦略品目についても各下段に括弧書き

で示しているとおり、８３億円増の１，０９３

億円に上方修正するとともに、農林水産物の輸

出額についても１８億円増の４８億円に上方修

正いたします。

目標額の見直しにあたっては、戦略品目等の

市場トレンドに加え、下の枠内にあります施策

の効果等を踏まえております。

主な見直しとしては、①の農業関係では、水

田の畑地化による高収益作物への転換により園

芸の産出額を現行の目標値から１００億円上積

みするほか、②の林業関係では、主伐・再造林

の加速により素材生産量目標を現行の約２０％

増となる１５０万立方メートルまで拡大し、③

の水産業関係では、北米需要が高まっている養

殖ブリ類の輸出拡大により１５億円増加させま
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す。

新たな創出額の目標達成に向け、引き続き関

係者一丸となって、農林水産業の構造改革にし

っかりと取り組んでまいります。

以上で説明は終わりました。濱田委員長

これより質疑に入ります。質疑ございません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はいいですか。濱田委員長

〔「ありません」と言う者あり〕

別に質疑もないようでありますの濱田委員長

で、②から④までの報告を順次お願い申し上げ

ます。

資料の６ページ光長農地活用・集落営農課長

を御覧ください。

主要農作物種子法の廃止に係る県の対応につ

いて、御説明いたします。

平成３０年４月１日付けで主要農作物種子法

が廃止されます。主要農作物種子法――いわゆ

る種子法は、昭和２７年に戦後の食糧増産を背

景に制定されたもので、都道府県に稲・麦・大

豆種子の生産・普及を義務付け、種子生産ほ場

の審査や原種の生産などを行うように規定した

ものですが、これまでの経過にありますとおり、

平成２８年１１月に決定された、農業競争力強

化プログラムの中で、民間活力を最大限に活用

した開発・供給体制を構築するため、種子法を

廃止することが明記され、昨年４月に種子法を

廃止する法律が公布されました。

その後、（３）にありますように昨年１１月

の農林水産省の通知では、都道府県は種子法廃

止後も民間事業者による種子生産への参入が進

むまでの間、都道府県内の主要農作物種子の生

産供給の実態を踏まえて必要な措置を講じてい

くことが必要とされており、交付税措置も継続

されることとなっています。

３を御覧ください。

米の民間育成品種の現状ですが、実需者との

契約栽培が主であり、参考に県産の種子籾と民

間品種の価格を比較しておりますが、単価は高

く、ごく一部の品種に留まっております。こう

いったことも踏まえた県の方針を次ページにお

示ししております。まず、民間事業者による稲、

麦類及び大豆の種子の安定供給が実現されるま

での間、県は①奨励品種を決定するための試験、

②原種等の生産、③種子審査等にこれまでどお

り取り組んでまいります。

また、海外流出等の不利益の恐れがなく、多

収品種の育成など県農業の強化に資すると判断

される場合には、県が有する種子の生産に関す

る知見を民間事業者へ提供し、民間活力の活用

を図ります。具体的には、（２）に図で示して

いますように、主要農作物種子法に代わる大分

県主要農作物種子制度基本要綱の制定等諸規定

を整備し、従来同様に良品質な種子の安定供給

に対応してまいります。

次世代の大分森林（もり）樋口林務管理課長

づくりビジョンの改訂について御報告いたしま

す。

お手元に、次世代の大分森林（もり）づくり

ビジョン改訂版の冊子を配布させていただいて

おりますが、改訂のポイントをまとめておりま

すので、委員会資料の８ページで説明いたしま

す。

１の策定の目的と主な内容を御覧ください。

県では、将来のあるべき森林の姿を明らかに

し、その実現に必要な施業方法等を具体的に示

した森林（もり）づくりの指針として、平成２

５年３月に本ビジョンを作成し、黒枠内のイラ

ストにありますとおり、森林を緩・中傾斜地の

木材生産機能等を重視する生産林と、尾根部や

急傾斜地の経営面よりむしろ公益的機能を重視

する環境林に区分し、目的に応じた施業方法や

誘導方法を示すことで、多面的な機能を発揮で

きる森林の造成を目指しております。

その下の黒枠を御覧ください。

作成後５年間の取組の成果をまとめておりま

す。ビジョンで目指す森林の実現に向けて、低

コストで合理的な森林施業や災害に強い森林づ

くりの推進を進めてきた結果、林業産出額、素

材生産量とも大きく増加するとともに、疎植造

林の定着による育林コストの３割削減や主伐生

産性の２割向上など構造改革が進展しています。

他方、山元立木価格は上向いてはいるものの、



- 13 -

１立方メートルあたり２千円台にとどまってい

ることや、林業作業員数の減少等、成長産業化

に向けてまだまだ解決すべき課題も散見されま

す。

２の改訂の目的を御覧ください。

今回の改訂は、こういったこれまで５年間の

取組の成果や課題に加えて、県内の森林の５１

％が伐採期を迎え、間伐から主伐への移行期を

迎えていることや多発する豪雨災害や流木被害

などの環境変化へ対応を目的に行うものです。

その主な内容を説明しますので、３の主な改

訂点を御覧ください。

持続的な林業経営を可能とするための取組と

して、まず、経営の強化の面では（ア）の森林

施業の省力化にありますとおり、一貫作業シス

テムの本格導入による植栽経費の低減・再造林

推進対策を強化します。また（イ）の素材生産

性の向上にありますとおり、全国トップレベル

となる作業員１日あたりの生産量１２立方メー

トルを目指すことで、生産コストを削減し森林

所有者の経営意欲の向上を図ります。

（ウ）を御覧ください。担い手の確保・育成

についてです。こちらについては、林業アカデ

ミ－や労働安全活動の強化による育成環境の整

備、労働環境の改善に努めます。さらに、

（エ）の災害に強い森林づくりでは、帯状伐採

による広葉樹林化などの取組をさらに推進する

ことで、森林の災害防止機能を強化していきま

す。

本ビジョンの達成に向けては、県のみではな

く市町村、森林組合、事業体等関係者が一体と

なった取組が必要です。これまで以上に、関係

者との連携を強化し、持続的な林業経営を可能

とする仕組みを構築することで、大分県農林水

産業振興計画の新たな目標である、平成３６年

度の素材生産量１５０万立方メートルの達成を

目指します。

委員会資料の９ページ中村漁港漁村整備課長

を御覧ください。

大分県プレジャーボート等の係留保管の適正

化に関する条例（案）の検討状況について御説

明いたします。

１経緯を御覧ください。

河川や港湾、漁港などへのプレジャーボート

等の放置艇については、東日本大震災の津波発

生時に２次被害をもたらしました。そのため国

は、平成２５年にプレジャーボートの適正管理

及び利用環境改善のための総合的対策に関する

推進計画を策定し、平成３４年度までの１０年

間で放置艇を解消することを目標に取組を進め

ることになりました。本県においても、平成２

６年より、南海トラフ巨大地震による津波の影

響が最も心配される佐伯地区をモデルとしまし

て、土木建築部を中心に放置艇の実態や係留可

能な区域の把握、船舶所有者へのアンケート調

査などを進めてきました。

そうした中、昨年１０月に開催しました佐伯

地区の検討会におきまして、条例化により県と

しての姿勢を示すべきだとの御意見をいただき

ました。農林水産部所管の漁港の適正管理にあ

たっても、プレジャーボート対策は重要な課題

の一つであり、しっかりと県の考えを示してい

くことが適当と考えています。

そのため、１２月の第４回定例会で知事から

も答弁させていただきましたが、県及び市町村

が管理する漁港に、河川、港湾を加えた３水域

連携で放置艇対策を進めていくという県の考え

を明確にし、放置艇ゼロに向けた関係者の理解

を得るという意味で条例制定の意義は大きいこ

とから、昨年１２月２６日、土木建築企画課を

事務局として、関係者からなる条例案検討会を

設置いたしました。これまで３回の会議を開催

し、３月２日の検討会において、条例の素案が

まとまったところです。

２条例素案の概要を御覧ください。

まず、目的ですがプレジャーボート等の適正

管理を進めることで、係留保管の秩序を確立し、

公共水域等の利用の適正化を図ること、良好な

生活環境や景観の保全、海洋レクリエーション

活動の健全な発展を図ることとしています。

役割として、県は国や市町村その他関係者と

連携し、総合的な施策を推進することや所有者

等に対する指導・啓発活動などの責務を、所有

者は、関係法令の遵守や係留保管施設へのプレ
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ジャーボート等の係留、廃船時の処理などの責

務を有するものとしています。事業者にも、所

有者等に対するプレジャーボート等の適正利用

についての啓発等の責務規定を設けたいと考え

ています。

また、（５）のとおり重点的かつ優先的に取

り組む必要のある河川や港湾、漁港の公共水域

等を適正化推進区域に指定すること、そして、

（６）のとおり、同区域内においては所有者に

対するプレジャーボート等の係留保管施設への

移動又は撤去に係る指導の強化などを明記した

いと考えています。

３今後のスケジュール（案）ですが、本日の

委員会で議論をいただいた後、今月下旬から条

例素案に関するパブリックコメントを実施し、

県民の皆様からの意見を広くお聞きいたします。

これらを踏まえ、平成３１年４月からの施行

を目標に、第２回定例会にて条例案を提出させ

ていただきたいと考えています。

以上で、諸般の報告②から④まで濱田委員長

の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございません

か。

種子法の廃止に絡んで、ちょっとお近藤委員

願いがあるんですが、しばらくは県が対応する

ということで、ぜひやっていただきたいと思う

んですが、せっかくいい品種とか、いろんなも

のを育成しても、簡単に海外に持ち出されてし

まうという経緯がありますよね。

この前、平昌オリンピックを見ていましたら、

日本のカーリング女子が、韓国のいちごは大変

おいしいって食べているのをテレビで目の当た

りにしましたけど、その話を聞いて、僕はもう

一瞬で違和感を感じました。案の定、日本が育

成した品種が簡単に持ち出されて、そこで改良

された品種だということが分かりました。

韓国内に流通するだけならともかく、その品

種を利用して、海外で４０億円以上ぐらい韓国

イチゴを輸出しているわけですよね。それだけ

日本が育成したものでやられているということ

は、日本がそれだけ市場を奪われるということ

になりますので、これは県だけの力じゃどうし

ようもなりませんので、種子法の廃止に絡んで、

国と協議をしながら、やっぱり育成した品種の

知的財産権というのをどう保護をやっていくか

と、そういうこともぜひ力を入れて、いいもの

ができたら、それでやっぱり育成した者が５年

間利益を受けられると、そのようなことをしっ

かりやっていただきたいなというお願いでござ

います。

それからもう一点は、森林の計画でございま

すけれども、戦後植えた木、５０年、６０年た

っておりますが、生産農家の手取りは本当に今

安いんですよ。畑に植えた大根は３か月で成長

しますけれども、この大根５本の値段とスギの

１本の値段が今同じぐらいなんですよ。それじ

ゃ、あと植える気にならないんですよシカの害

がありますので、シカネットとかやったら、も

う木を切って売っても、骨折るだけで仕事にな

らない。それでほったらかしておるわけですよ。

だから、やっぱりある程度公的な資金を投入

して、再造林についてはやっていかないと、日

本の森林は荒廃の一途をたどります。

戦後、木が足らなくていろんなところに無理

して植えたそのツケがきて、予想以上の雨が降

るもんですから、ああいう流木災害を引き起こ

すんですが、その対策というのもしっかり練ら

れておりますので、やっぱり植えるべきところ

には、広葉樹をしっかり植えながらやっていた

だきたいと思います。

要望ですけれども、何かございましたらお願

いします。

確かにおっしゃられるとお樋口林務管理課長

り、ビジョンのまとめの中でも、山元の立ち木

の価格は安いということで、今後さらに生産性

を上げて、山元立木価格を上げるというような

取組を進めるとともに、再造林につきましては、

大分県は非常に先進的な取組を進めておりまし

て、現状で恐らくタマホームの基金を活用する

と、９５％ぐらいまでの補助はやっております。

しっかり山を切った後は再造林に取り組むとい

うことで、地元の山林所有者の方のやる気が今

後ますます湧いてくるように頑張っていきたい

と考えております。
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また、流木被害につきましては、いろいろ知

事主導の下、川沿いの大きい木は切って、広葉

樹に替えていくことで防災機能を高めたりとか、

あるいは、ビジョンにも書いておりますけど、

尾根筋やら急傾斜地は広葉樹にすることで、災

害に強い山づくりというのは今後しっかりと取

り組んでいきたいと考えております。

品種のこと都留農林水産研究指導センター長

でお話がございましたので申し上げますと、大

分県も今回、ベリーツを開発しましたけれども、

過去、韓国であったり、中国であったり、随分

いろんな品種を不当に使用されているという経

緯があります。

ですから、今後、国内で品種登録すると同時

に、国外でも流通するであろうと思われる国に

ついては、知的財産権の登録等は相談しながら

進めてまいりたいと思っています。

プレジャーボートの件なんですけど、平岩委員

放置の船が多いなというのは聞いていたんです

が、４，６００隻もあるんだって、びっくりし

たんですけど、ちょっと私よく分かっていない

んですが、持ち主がもう使わない、捨てるつも

りでそこに放置しているものや、それから、そ

のプレジャーボートを使ってお魚釣りに行った

りとかするのに、そこに勝手に置いている。

で、土木の管理では、県の所有しているとこ

ろにそれを置くと、お金を払わなきゃいけない

んですよね。そういうものもせずに、ただ自分

勝手に置いていると捉えていいんですかね。そ

れをきちんと持ち主に啓発して、そして片付け

るものは片付けてもらい、きちっとお金を払っ

て、そこに管理して置くというふうに持ってい

こうとしているのか、そこを少し教えてくださ

い。

今回の放置艇というの中村漁港漁村整備課長

は、実はプレジャーボートを指していまして、

漁船以外の船を放置艇という形とプレジャーボ

ートという形、両方で呼んでおります。

ですから、プレジャーボートが既にもう沈船

とか、傷んでいるということではなく、漁船と

して登録していないものを漁港の中では、県に

届けていないということで放置艇という名前で

呼んでいますので、全てが沈船になっているわ

けではございません。

そういう中で、今、私どもは基本的には地区

の漁民の方と話しながら、漁港の大きさや漁港

の形を決めておりますので、基本的には漁船を

対象としてきました。近年、プレジャーボート

の増加、プレジャーボートと言いましても、基

本的には船外機が付いたぐらいの小さいボート

が増えてきまして、至るところに放置されてい

る状態も出てきております。

そういう中で、今まで漁港では届出制、持っ

ている人から、今日、ここにとめますよという

情報をもらって、管理してきたんですが、そう

いうように私たちは、今までプレジャーボート

というのに対して、ちゃんとした対策その他を

持っていませんでしたので、今後はちゃんとプ

レジャーボートをきっちり管理をしていきたい

ということを今回の中で検討していきたいと思

っています。

８ページなんですが、さきほども御手洗委員

お話がありましたように、災害に対する取組と

いうことで説明がありました。ここの２番目の

５年間の主な取組の成果ということで、川沿い

に広葉樹、２４年は全くない中で２８年は４９

か所やっているということなんですが、今、全

伐をやっているところが多数あるわけですが、

その中にもう既に植付けをやっているところに

ついては、これを適用されるんですか。

要するに、災害に強い森林づくり、急傾斜の

ところに、もう既に切って植付けしているわけ

です。そういうところはどういう指導をされる

んですか。

今回の事業については、一森迫森林整備室長

つの帯状伐採と書いている分に関しては、急傾

斜地で次の世代が生産林として活用するのは難

しいだろうというところで、今年の水害等を受

けて、針葉樹が下流域まで流れていく可能性が

強いということで、危険性が高いところについ

ては、森林所有者の了解を得ながら、皆伐をす

るイメージじゃないんですけれども、少しずつ

切っていって、天然の力を借りながら工事して

いこうというイメージをしていまして、既に再
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造林をしたところについては、これからしっか

りとした山に育てていってもらうために、これ

までの間伐と森林整備をしっかりやって、健全

な森をつくっていっていただきたいと考えてい

ます。

よく分かりますが、全伐をして、御手洗委員

今、植林しているところについては、３０年、

５０年たったら、また同じような状況が発生す

るわけですが、そのときにまた同じような形で

切るわけですか。それとも、今の時点で指導し

ながら、広葉樹を植える、自然に生えるのを待

つ形にするのか、今からやっておかないと、今、

切ったやつを植えているわけですから、その指

導はなされないでこれをやるというのは、ちょ

っとまた何年か後には同じような状況が起きる

んではないかなと。どうなんでしょうかね。

ビジョンの説明の中で少し森迫森林整備室長

抜かしておりましたけれども、今、人工林が２

０万ヘクタールほどあるんですが、このうち８

割は生産林としてやっていこうと、残りの２割

は、多分これは、今言った急傾斜とか尾根とか

あって、災害に強い森林づくりに転換していっ

た方がいいんじゃないかなという取組も進めて

いまして、今、再造林をされているところは、

これからも経済林としてやっていっているとこ

ろだろうと認識をしております。

そこのところは、各市町村それぞ御手洗委員

れ切っているわけですから、今、もう植えてい

るわけです。急傾斜のところを、既にね、切っ

た後。そういうところの指導をしておかないと、

何年か後には同じような状況になるわけですか

ら、またそのときに切るんではなくて、その間

を抜かして植林させるとか、そういう指導は徹

底してやってください。

今、御指摘いただいたとお森迫森林整備室長

り、これから伐採していくところについては、

急傾斜地、尾根等は広葉樹林化を進めていくよ

うな指導もしていきたいと考えています。

ほかにいいですか。委員外議員は。濱田委員長

８ページの森林づくりビジョン森委員外議員

の改訂の件なんですけれども、この冊子で見る

と、５年間のこれまでの成果が８７ページに、

数値で見る５年間の取組状況ということで、非

常に分かりやすくこの５年間の取組が掲載され

ています。

その中で、木材生産力の強化のところに林業

専用道とか森林作業道に関しても、かなりの延

長が整備されていると、これで見受けられるん

ですが、一方で、ちょっとページを戻って８３

ページ、森林基本図の整備状況をこちらに載せ

ておられるんですけれども、今、航空レーザー

測量とかで詳細に作業道なり、そういうのを把

握するっていうことも可能だと思うんですが、

またそれが防災、今回の大きな災害等でも、森

林基本図の内容というのは非常に重要になって

くるかと思うんですけど、ここに整備を今行っ

ていますというような経過の状況が、８３ペー

ジの下の森林基本図の精密化のところに書かれ

ているんですが、今の整備の状況とか更新の状

況についてお尋ねします。

おっしゃるように、航空レ樋口林務管理課長

ーザー測量をやって、それを基に森林基本図を

やり換えておりますけど、実は今月、また新た

に航空レーザー測量を１５０平方キロメートル

実施いたしまして、これで、大分県ごく一部ち

ょっとまだ抜けているところがあるんですけど、

データは多分９割前後まではそろっています。

それで、あと基本図の作成は一昨年から進め

ておりまして、３０年度で一通り航空レーザー

測量に基づく森林基本図ができます。それがそ

ろった後、公開するというようなことになると

思いますので、もう数年、できれば再来年には

公開できればと考えております。

さきほどの予算概要の中で、そ森委員外議員

ういうのが予算として見受けられなかったので。

すみません、さっき質問しなかったんですけれ

ども、特に山の中の災害、これは他の水路災害

とか、いろんな災害でも言えるんですけれども、

森林基本図のデータとか路網というのは非常に

役に立つものじゃないかなと思っていましたの

で、できるだけ早く整備が進めばいいんじゃな

いかなと思っております。

よろしいですか。（「はい」とい濱田委員長

う者あり）ほかにないようでありますので、以
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上で諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも濱田委員長

ちまして農林水産部関係の審査を終わります。

ここで私から、一言お礼申しあげます。

〔委員長挨拶〕

〔中島農林水産部長挨拶〕

ありがとうございました。濱田委員長

せっかくでありますので、御勇退される方々

を代表して重盛審議監と吉野審議監のお二人か

ら、これまでの農林水産業に関する思いや今後

の後輩職員へのメッセージなどを含めて御挨拶

をいただきたいと思います。

〔重盛審議監挨拶〕

〔吉野審議監挨拶〕

ありがとうございました。濱田委員長

このほか、近藤畜産振興課長ほか四名の方が

御勇退されますが、お言葉は後ほど、懇親会の

席でいただきたいと思います。

それでは、これで農林水産部関係の審査を終

わります。

執行部は、大変お疲れさまでした。

〔農林水産部退室〕

このメンバーでの委員会はこれで濱田委員長

最後になりますが、特に何かありますか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、ここで、濱田委員長

委員の皆さんにお礼を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

これをもちまして、農林水産委員濱田委員長

会を終わります。大変お疲れさまでした。


